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（別表７） 

有料老人ホーム重要事項説明書 

（入居契約 兼 特定施設入居者生活介護利用契約） 

 

 

記入年月日 令和 6 年 7 月１日 

記入者名 北原 有喜 

所属・職名 施設長 

１．事業主体概要 

種類 個人/法人 

※法人の場合、その種類 営利法人（株式会社） 

名称 

 

（ふりがな）かぶしきがいしゃ あるふぁべった 

株式会社 アルファベッタ 

主たる事業所の所在地 〒650-0001 

兵庫県神戸市中央区加納町二丁目 13 番 7 号 

連絡先 電話番号 （078）- 221– 5800 

FAX 番号 （078）- 221 – 5860 

ホームページアドレス http://www.alphabetta.co.jp 

代表者 氏名 代表取締役 

職名 中谷信弘 

設立年月日 令和 3 年 7 月 16 日 

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

 

２．有料老人ホーム事業の概要 （住まいの概要） 

名称 （ふりがな）もあ・あびたしおんあかし 

モア・アビタシオン明石 

所在地 〒674-0063 

兵庫県明石市大久保町八木 486 

主な利用交通手段 最寄り駅  

交通手段と所要時間 

 

 

・山陽電車 中八木駅より 

約 800m 徒歩 10 分 

・JR    大久保駅より 

約 1600m 徒歩 20 分 

連絡先 電話番号 （078）- 934 – 1010 

FAX 番号 （078）- 934 – 1318 

ホームページアドレス http://www.alphabetta.co.jp/akashi/ 

管理者 氏名 北原有喜 

職名 施設長 

建物の竣工日 昭和 62 年 2 月 26 日 

有料老人ホーム事業の開始日 令和 3 年 9 月 1 日 

 

 

http://www.alphabetta.co.jp/
http://www.alphabetta.co.jp/akashi/
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（類型）【表示事項】 

１ 介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

２ 介護付（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

３ 住宅型 

４ 健康型 

１又は２に

該当する場

合 

介護保険事業者番号 特定施設入居者生活介護事業所 2872005448 号 

介護予防特定施設入居者生活介護事業所 2872005448 号 

指定した自治体名 明石市 

事業所の指定日 令和 3 年 9 月 1 日 

指定の更新日（直近） 令和 3 年 9 月 1 日 

 

３．建物概要 

土地 敷地面積                    5890.52 ㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地 

 抵当権の有無 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり （2021 年 9 月 1 日 

～2041 年 9 月 1 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

建物 延床面積 全体 6067.33 ㎡ 附属 494.45 ㎡ 

うち、老人ホーム部分 6067.33 ㎡ 附属 494.45 ㎡ 

耐火構造 １ 耐火建築物 

２ 準耐火建築物 

３ その他（                  ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造 

２ 鉄骨造 

３ 木造 

４ その他（                  ） 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物 

 抵当権の有無 １ あり  ２ なし 

契約期間 １ あり （2021 年 9 月 1 日 

～2041 年 9 月 1 日） 

２ なし 

契約の自動更新 １ あり  ２ なし 

 

 

 

 

 



3 

 

居室状況 居室区分 

【表示事項】 

１ 全室個室 

２ 相部屋あり 

 最小           人部屋 

最大           人部屋 

 トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区分※ 

タイプ１ 有 / 無 有 / 無 71.27 ㎡ 2 一般居室個室 

タイプ 2 有 / 無 有 / 無 67.83 ㎡ 1 一般居室個室 

タイプ３ 有 / 無 有 / 無 60.14 ㎡ 1 一般居室個室 

タイプ４ 有 / 無 有 / 無 55.47 ㎡ 5 一般居室個室 

タイプ 5 有 / 無 有 / 無 54.06 ㎡ 8 一般居室個室 

タイプ 6 有 / 無 有 / 無 50.66 ㎡ 1 一般居室個室 

タイプ 7 有 / 無 有 / 無 49.15 ㎡ 9 一般居室個室 

タイプ８ 有 / 無 有 / 無 44.23 ㎡ 1 一般居室個室 

タイプ９ 有 / 無 有 / 無 42.00 ㎡ 1 一般居室個室 

タイプ 10 有 / 無 有 / 無 42.95 ㎡ 21 一般居室個室 

タイプ 11 有 / 無 有 / 無 42.95 ㎡ 28 介護居室個室 

タイプ 12 有 / 無 有 / 無 42.00 ㎡ 1 介護居室個室 

タイプ 13 有 / 無 有 / 無 37.40 ㎡ 1 介護居室個室 

タイプ 14 有 / 無 有 / 無 20.00 ㎡ 10 介護居室個室 

タイプ 15 有 / 無 有 / 無 152 ㎡ 1 一時介護室 

※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」「介護居室相部屋」「一時介護室」の別

を記入。 

共用施設 共用便所における

便房 
5 ヶ所 

うち男女別の対応が可能な便房 3 ヶ所 

うち車椅子等の対応が可能な便房 4 ヶ所 

共用浴室 
4 ヶ所 

個室 2 ヶ所 

大浴場 2 ヶ所 

共用浴室における

介護浴室 
2 ヶ所 

チェアー浴 ヶ所 

リフト浴 ヶ所 

ストレッチャー浴 ヶ所 

その他（特殊浴槽    ） 2 ヶ所 

食堂 １ あり   ２ なし 

入居者や家族が利

用できる調理施設 

１ あり   ２ なし 

エレベーター １ あり（車椅子対応） 

２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） 

４ なし 

消防用 

設備等 

消火器 １ あり   ２ なし 

自動火災報知設備 １ あり   ２ なし 

火災報知設備 １ あり   ２ なし 

スプリンクラー １ あり   ２ なし (新館のみ) 
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防火管理者 １ あり   ２ なし 

防災計画 １ あり   ２ なし 

その他  

４．サービスの内容 

運営に関する方針 ホームは、利用者に対して、食事、入浴、排泄等の介護そ

の他日常生活上の支援・介助、機能訓練、通院時及び退院

後の療養上の支援・介助を行う事により、利用者が有する

能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出

来るように取り組みます。 

サービスの提供内容に関する特色 生活介助や介護を必要とされる方には、介護保険制度に定

められた内容に準拠した介助・介護を提供いたします。 

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施   ２ 委託   ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施   ２ 委託   ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の提供 １ 自ら実施   ２ 委託   ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施   ２ 委託   ３ なし 

安否確認または状況把握サービス １ 自ら実施   ２ 委託   ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施   ２ 委託   ３ なし 

（介護サービスの内容）※特定施設入居者生活介護の提供を行っていない場合省略可能 

特定施設入居者生活介

護の加算対象となるサ

ービス体制の有無 

入居継続支援加算 １ あり   ２ なし 

テクノロジーの導入 １ あり   ２ なし 

生活機能向上連携加算 １ あり   ２ なし 

個別機能訓練加算 １ あり   ２ なし 

夜間看護体制加算 １ あり   ２ なし 

若年性認知症入居者受入加算 １ あり   ２ なし 

科学的介護推進体制加算 １ あり   ２ なし 

看取り介護加算 １ あり   ２ なし 

協力医療機関連携 

加算 

（Ⅰ） １ あり   ２ なし 

（Ⅱ） １ あり   ２ なし 

認知症専門ケア加算 （Ⅰ） １ あり   ２ なし 

（Ⅱ） １ あり   ２ なし 

高齢者施設等感染対

策向上加算 

（Ⅰ） １ あり   ２ なし 

（Ⅱ） １ あり   ２ なし 

生産性向上推進体制

加算 

（Ⅰ） １ あり   ２ なし 

（Ⅱ） １ あり   ２ なし 

サービス提供体制強

化加算 

（Ⅰ） １ あり   ２ なし 

（Ⅱ） １ あり   ２ なし 

（Ⅲ） １ あり   ２ なし 

介護職員処遇改善加

算 

（Ⅰ） １ あり   ２ なし 

（Ⅱ） １ あり   ２ なし 

（Ⅲ） １ あり   ２ なし 
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介護職員等ベースアップ等支援

加算 

１ あり   ２ なし 

人員配置が手厚い介護

サービスの実施の有無 
１ あり 

（介護・看護職員の配置率） 

       2.5：１ 

２ なし  

 

（医療提携の内容） 

医療支援 

※複数選択可 

１ 救急車の手配 

２ 入退院の付き添い 

３ 通院介助 

４ その他（                   ） 

協力医療機関 １ 名称 医療法人一高会 野村海浜病院 

住所 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通 2-1-41 

診療科目 内科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・放

射線科・消化器科・循環器科 

協力内容 緊急時受入、日常の健康診断・看護指導、他の

医療機関に入院を要する場合の紹介 

2 名称 医療法人双葉会 江井島病院 

住所 兵庫県明石市大久保町西島 434-5 

診療科目 内科・循環器内科・脳神経外科・神経内科・心

療内科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科 

協力内容 緊急時受入、日常の健康診断・看護指導、他の

医療機関に入院を要する場合の紹介 

3 名称 医療法人慶春会 みなとクリニック 

住所 兵庫県神戸市垂水区舞子坂 4-1-7 シティビル１階 

診療科目 内科・腎臓内科 

協力内容 定期の訪問診療、日常の健康診断・看護指導、

他の医療機関に入院を要する場合の紹介 

協力歯科医療機関 名称 北町グリーン歯科 

住所 兵庫県明石市西明石北町 1－3－20 エルコーポ

88 

協力内容 歯科口腔の治療、衛生管理指導、他の医療機関

への紹介。 

 

（入居後に居住を住み替える場合）※住み替えを行っていない場合は省略可能 

入居後に居室を住み替える場合 

※複数選択可 

１一時介護室へ移る場合 

２ 介護居室へ移る場合 

３ その他（                ） 

判断基準の内容 一時的な介護等が必要となった場合には、一時介護室で介

護を行います。 

また、常時介護が必要になった場合や、重度認知症状が認
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められる場合には、介護居室への住み替えを求める場合が

あります。 

手続きの内容 １ 一時的な介護等が必要となった場合 

①事業者の指定する医師の意見を聴く 

②入居者の意思を確認する 

③身元引受人等の意見を聴く 

２ 介護居室へ移る場合 

①事業者の指定する医師の意見を聴く 

②緊急やむをえない場合を除き一定の観察期間を設ける 

③住替え後の居室及び介護等の内容、住み替え後の権利の

内容、占有面積の変更に伴う費用負担の増減等について入

居者及び身元引受人等に説明を行う 

④身元引受人等の意見を聴く 

⑤入居者及び身元引受人等の同意を得る 

追加的費用の有無 １ あり  ２ なし 

居室利用権の取扱い 一時介護室へ移る場合 １ あり  ２ なし 

介護居室へ移る場合  １ あり  ２ なし 

前払金償却の調整の有無 １ あり  ２ なし 

従前の居室との

仕様の変更 

面積の増減 １ あり  ２ なし 

便所の変更 １ あり  ２ なし 

浴室の変更 １ あり  ２ なし 

洗面所の変更 １ あり  ２ なし 

台所の変更 １ あり  ２ なし 

その他の変更 １ あり （変更内容） 

２ なし 

 

（入居に関する要件） 

入居対象となる者 

【表示事項】 

自立している者 １ あり   ２ なし 

要支援の者 １ あり   ２ なし 

要介護の者 １ あり   ２ なし 

留意事項 自立者：健康保険および介護保険に加入している 60 歳以上の方。 

要支援者、要介護者：健康保険および介護保険に加入している 60

歳以上の方であり、市町村による要介護認定で要支援及び要介護

以上の方。 

契約の解除の内容 入居契約書に基づく 

（設置者からの契約解除） 

第２６条 設置者は、入居者に次の事由があり、かつ信頼関係を

著しく害する場合には、本契約を解除することができます。 

一 入居に際し虚偽の説明を行う等の不正手段により入居した

とき 

二 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、３か月以
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上遅滞したとき 

三 第３条第４項の規定に違反したとき 

四 第１９条第１項又は同第２項の規定に違反したとき  

五 入居者の行動が、他の入居者又は設置者の役職員の生命・身

体・健康・財産（設置者の財産を含む）に危害を及ぼし、ないし

は、その危害の切迫したおそれがあり、かつ有料老人ホームにお

ける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することがで

きないとき 

２ 設置者は、入居者又はその家族・連帯保証人・身元引受人・

返還金受取人等による、設置者の役職員や他の入居者等に対する

ハラスメントにより、入居者との信頼関係が著しく害され事業の

継続に重大な支障が及んだときに、本契約を解除することがあり

ます。 

３ 前２項の規定に基づく契約解除の場合、設置者は書面にて次

の手続きを行います。 

一 契約解除の通告について９０日の予告期間をおく 

二 前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会

を設ける 

三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無につい

て確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人 等、その

他関係者や関係機関と協議し、移転先の確保について協力する 

４ 本条第１項第五号によって契約を解除する場合、設置者は前

項に加えて次の手続きを書面にて行います。 

一 医師の意見を聴く  

二 一定の観察期間をおく 

５ 設置者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、本契約を直ちに解除することができます。 

一 第４２条の確約に反する事実が判明したとき  

二 本契約締結後に反社会的勢力に該当したとき 

６ 設置者は、連帯保証人又は身元引受人が本条第５項第一号又

は第二号のいずれかに該当する場合、各当事者との契約を直ちに

解除することができます。 

７ 設置者は、前項において各当事者との契約を解除した場合、

入居者に新たな連帯保証人又は身元引受人の指定を求め、入居者

がこれに応じないときは本契約を解除することができます。 

８ 本条第１項・第２項及び第５項による契約解除において、１

室２人入居の場合、第１項第五号の解除事由に限り、どちらか一

方だけ契約を解除することがあります。 

 

（入居者からの解約又は契約解除） 

第２７条  

入居者は、設置者に対し解約日の少なくとも３０日前までに申し
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入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約

の申し入れは設置者に対し所定の書面による解約届を提出する

ものとします。 

２ 入居者が書面による前項の手続きを経ずに退去した場合、設

置者は、退去の事実を知った日の翌日から起算して３０日目をも

って、本契約が解約されたものとします。 

３ 本条第１項に関わらず、入居日の翌日から９０日以内に解約

しようとする場合は、所定の様式により届け出ることで予告期間

なく解約することができます。 

４ 入居者は、設置者又はその役員が次の各号のいずれかに該当

した場合には、本契約を直ちに解除することができます。 

一 第４２条の確約に反する事実が判明したとき 

二 本契約締結後に設置者又はその役員が反社会的勢力に該当

したとき 

事業主体から解約を求める

場合 

解約条項 入居契約書第 26 条 

解約予告期間 3 ヶ月 

入居者からの解除予告期間            1 ヶ月 

体験入居の内容 １ あり（内容：1 泊 4,400 円（消費税込） 食事代別） 

２ なし 

入居定員           149 人 

その他   

 

５．職員体制 

※有料老人ホームの職員について記載すること（同一法人が運営する他の事業所の職員について

は記載不要） 

 職員数（実人数） 常勤換算人数 

※１※２ 合計 

 常勤 非常勤 

管理者 1 1 0 1.0 

生活相談員 2 2 0 2.0 

直接処遇職員 36 19 17 25.28 

 介護職員 23 15 8 18.88 

看護職員 13 4 9 6.4 

機能訓練指導員 1 1 0 1.0 

計画作成担当者 2 2 0 2.0 

栄養士 0 0 0 0 

調理員 0 0 0 0 

事務員 5 3 2 4.42 

その他職員 10 2 8 6.21 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※２ 37.5 

※１ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人
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数に換算した人数をいう。 

※２ 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要。 

 

（資格を有している介護職員の人数） 

 合計 

 常勤 非常勤 

社会福祉士 0 0 0 

介護福祉士 12 8 4 

実務者研修の修了者 2 2 0 

初任者研修の修了者 7 5 2 

介護支援専門員 0 0 0 

 

（資格を有している機能訓練指導員の人数） 

 合計 

 常勤 非常勤 

看護師又は准看護師 1 1 0 

理学療法士 0 0 0 

作業療法士 0 0 0 

言語聴覚士 0 0 0 

柔道整復師 0 0 0 

あん摩マッサージ指圧師 0 0 0 

はり師 0 0 0 

きゅう師 0 0 0 

 

（夜勤を行う看護・介護職員の人数） 

夜間帯の設定時間（16 時～9 時） 

 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く） 

看護職員 1 人 0 人 

介護職員 3 人 3 人 

（特定施設入居者生活介護等の提供体制） 

特定施設入居者生活介護の

利用者に対する看護・介護

職員の割合 

（一般型特定施設以外の場

合、本欄は省略可能） 

契約上の職員配置比率※ 

【表示事項】 

A 1.5：1 以上 

B   2：1 以上 

C  2.5：１以上 

D  ３：1 以上 

実際の配置比率 

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数） 

1.83:1 

※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 

外部サービス利用型特定施

設である有料老人ホームの

介護サービス提供体制 

ホームの職員数 人 

訪問介護事業所の名称  

訪問看護事務所の名称  

通所介護事務所の名称  
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（職員の状況） 

管理者 ほかの職務との兼務 １ あり   ２なし 

業務に係る資格

等 

１ あり 

 資格等の名称 介護福祉士 

２ なし 

区分 看護職員 介護職員 生活相談員 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度 1 年間の採用者数 1 3 3 2 0 0 

前年度 1 年間の退職者数 0 2 2 1 0 0 

業務に従事した経験年数       

 1 年未満の者の人数 1 2 3 2 0 0 

1 以上 3 年未満の者の人数 1 1 8 1 0 0 

3 以上 5 年未満の者の人数 0 1 0 2 0 0 

5 以上 10 年未満の者の人数 1 3 0 2 0 0 

10 年以上の者の人数 1 1 4 0 2 0 

 機能訓練指導員 計画作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度 1 年間の採用者数 0 0 0 0 

前年度 1 年間の退職者数 0 0 1 0 

業務に従事した経験年数     

 1 年未満の者の人数 0 0 0 0 

1 以上 3 年未満の者の人数 0 0 1 0 

3 以上 5 年未満の者の人数 0 0 0 0 

5 以上 10 年未満の者の人数 0 0 0 0 

10 年以上の者の人数 1 0 1 0 

従業者健康診断の実施状況 １ あり   ２ なし 

６．利用料金 

居住の権利形態 

【表示事項】 

１ 利用権方式 

２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

利用料金の支払い方式 

【表示事項】 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

４ 選択方式 

※該当する方式

を全て選択 

１ 全額前払い方式 

２ 一部前払い・一部月払い方式 

３ 月払い方式 

年齢に応じた金額設定 １ あり   ２ なし 

要介護度に応じた金額設定 １ あり   ２ なし 

入院等による不在時におけ １ 減額なし 
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る利用料金（月払い）の取

扱い 

２ 日割り計算で減額 

３ 不在期間が  日以上の場合に限り、日割り計算で減額 

利用料金の

改定 

条件 物価の変動又は人件費の増減及び設備の維持・運営経費等を勘案

の上 

手続き 運営懇談会等で意見を聴いて改定する。 

（利用料金のプラン（代表的なプラン）） 

 プラン１ プラン２ 

入居者の状

況 

要介護度 要介護 1 要介護 1 

年齢 80 歳 80 歳 

居室の状況 床面積 42.95 ㎡ 20.00 ㎡ 

便所 １ あり  ２なし １ あり  ２なし 

浴室 １ あり  ２なし １ あり  ２なし 

台所 １ あり  ２なし １ あり  ２なし 

入居時点で

必要な費用 

前払金 11,040,000円 7,190,000円 

介護一時金 2,640,000 円 0 円 

月額費用の合計 220,781 円 261,481 円 

 家賃 0 円 0 円 

サ
ー
ビ
ス
費
用 

特定施設入居者生活介護の費用※１ 19,201 円 19,201 円 

介
護
保
険
外
※
２ 

食費 74,040 円 74,040 円 

管理費 127,540 円 135,240 円 

介護費用 0 円 33,000 円 

光熱水費 実費 円 実費 円 

その他 円 円 

※１ 介護予防・地域密着型の場合を含む 

※２ 有料老人ホーム事業として受領する費用（訪問介護などの介護保険サービスに関わる介

護費用は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない。） 

 

（利用料金の算定根拠） 

費目 算定根拠 

家賃 入居一時金にて終身にわたる家賃相当費用を徴収するため、月払い

は不要。 

敷金 — 

介護費 ※介護保険サービスの自己負担額は含まない。 

内訳は次のとおりです。 

① 特定施設入居者生活介護サービス及び介護予防特定施設入居者 

生活介護サービスを、平成 12 年 3 月 30 日老企 52 号により、 

介護サービス費用として充当します。 

②要支援者及び要介護者以外の入居者に対して、緊急、臨時的、又

は、一時的に入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世

話、機能訓練及び療養上の世話に要する費用として充当します。 

管理費 共用施設等の維持・管理費、事務管理部門の人件費及び事務費、要
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支援者・要介護者以外の入居者に対する日常生活支援サービス等に

係わる人件費。 

食費 一日合計 2,468 円（内訳：朝食 520 円、昼食 828 円夕食 1,120 円） 

喫食分の実費を請求する。 

光熱水費等 介護型新館介護棟のみ管理費（電気/ガス）に含まれる。 

それ以外は、光熱水費及び入居者が設置したテレビに係る NHK 等

の受診料負担についても入居者が実費負担。 

利用者の個別的な選択に

よるサービス利用料 

別添２ 

その他のサービス利用料  

 

（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠） 

※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担 基本報酬、加算の利用者負担分。 

特定施設入居者生活介護※における人員配置

が手厚い場合の介護サービス（上乗せサービ

ス） 

（上掲） 

※介護予防・地域密着型の場合を含む 

 

（前払金の受領） 

※前払金を受領していない場合は省略可能 

算定根拠 （上掲） 

想定居住年数（償却年月数） 【入居一時金】 

普通型：120 ヶ月、介護型：60 ヶ月 

【介護一時金】 

60 ヶ月 

償却の開始日 入居日の翌日 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備え

て受領する額（初期償却額） 

【入居一時金】 

普通型 普通型Ａ2（42 ㎡）タイプ 

：3,042,480 円 

普通型 普通型Ｂ1（49 ㎡）タイプ 

：3,336,480 円 

普通型 普通型Ｃ1（54 ㎡）タイプ 

：3,578,400 円 

普通型 追加 

：1,060,920 円 

介護型 介護型Ａ1（37 ㎡）タイプ 

：3,201,700 円 

介護型 介護型Ａ2（42 ㎡）タイプ 

：3,499,680 円 

介護型 介護型Ｂ1（49 ㎡）タイプ 
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：3,835,700 円 

介護型 新館介護棟 (20 ㎡）タイプ 

：2,279,230 円 

介護型  追加  

：1,220,450 円 

 

【介護一時金】 

：660,000 円 

初期償却率 【入居一時金】 

普通型 16.8％・介護型 31.7％ 

【介護一時金】 

 25％ 

返還金の

算定方法 

入居後３ヶ月以内の契約終了 

①1 日当たり利用料は、次の計算式で算出

します。 

（前払金－非返還対象分の額）÷償却期間

日数 

②返還額（下記ア＋イ） 

 ア.前払金のうち、償却部分の額かから

上記①で算出した 1 日当たり利用料の、入

居日から契約終了日までの額を控除した

額 

イ.前払金のうち、非返還対象分の額。 

入居後３ヶ月を超えた契約終了 

次の計算式により返還金を算出します。 

（前払金－非返還対象分の額）÷償却期間

の日数×契約終了日から償却期間満了日

までの日数 

※2 人が同時に入居した後、どちらか一方

が死亡または退去した場合は、「2 人目の

前払金」を返還対象として、上記の計算式

で返還金を算出します。 

前払金の

保全先 

１連帯保証を行う銀行等の名称  

２信託契約を行う信託会社等の名称  

３保証保険を行う保険会社の名称  

４全国有料老人ホーム協会 

５その他（名称：                          ） 

７．入居者の状況（記入日現在）（入居者の人数） 

性別 男性 27 人 

女性 59 人 

年齢別 65 歳未満 0 人 

65 歳以上 75 歳未満 3 人 

75 歳以上 85 歳未満 27 人 

85 歳以上 56 人 
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要介護度別 自立 26 人 

要支援１ 13 人 

要支援２ 8 人 

要介護１ 11 人 

要介護２ 10 人 

要介護３ 8 人 

要介護４ 8 人 

要介護５ 2 人 

入居期間別 6 ヶ月未満 13 人 

6 ヶ月以上 1 年未満 6 人 

1 年以上 5 年未満 29 人 

5 年以上 10 年未満 20 人 

10 年以上 15 年未満 9 人 

15 年以上 9 人 

 

（入居者の属性） 

平均年齢 87.44 歳 

入居者数の合計 86 人 

入居率※ 55.0％ 

※入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者

に含む。 

 

（前年度における退去者の状況） 

退去先別の人

数 

自宅等 0 人 

社会福祉施設 1 人 

医療機関 0 人 

死亡者 15 人 

その他 1 人 

生前解約の状

況 

施設側の申し出  0 人 

（解約事由の例） 

 

入居者の申し出 1 人 

（解約事由の例） 

・モア・アビタシオン須磨離宮への転居 
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８．苦情・事故等に関する体制 

（利用者からの苦情に対する窓口等の状況）※複数ある場合は欄を増やして記入。 

窓口の名称 モア・アビタシオン明石 フロント 

電話番号  078-934-1010 

対応して

いる時間 

平日 9：30 ～ 18：00 

土曜日 9：30 ～ 18：00 

日曜・祝日 9：30 ～ 18：00 

定休日 年中無休 

窓口の名称 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 

電話番号  03-3272-3781 

対応して

いる時間 

平日 10：00 ～ 17：00 

土曜日 休み 

日曜・祝日 休み 

定休日  

窓口の名称 兵庫県国民健康保険団体連合会 

電話番号 078-332-5601 

対応して

いる時間 

平日 8：45 ～ 17：15 

土曜日 休み 

日曜・祝日 休み 

定休日  

窓口の名称 明石市役所 福祉局高齢者総合支援室・福祉施設安全課 

電話番号  078-918-5091   ・   078-918-5279 

対応して

いる時間 

 

平日     8：55 ～ 17：40 

土曜日    休み 

日曜・祝日  休み 

定休日  

 

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生した時の対応） 

損害賠償責任保険の加入状況 １ あり （その内容） 

当社が協会に個別入居者の拠出金を支払う

ことにより、万一倒産等に至り、入居者のす

べてが退去せざるを得なくなり、かつ入居者

から入居契約が解除された場合に、償却期間

終了後でも保証金として500万円が支払われ

ます。 

２ なし  

介護サービスの提供により賠償

するべき事故が発生した時の対

応 

１ あり （その内容） 

サービス提供上で事故が発生し、入居者の

生命・身体・財産に損害が発生した場合、不

可抗力による場合を除き賠償する。 

※入居者に重大な過失がある場合、賠償額

を減ずることがあります。 
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２ なし  

事故対応及び予防のための指針 １ あり   ２ なし 

 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等） 

利用者アンケート調査、

意見箱等利用者の意見等

を把握する取組の状況 

１ あり 実施日  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実施

状況 

１ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 

９．入居希望者への事前の情報開示 

入居契約書の雛形 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に配布 

３ 公開していない 

管理規程 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に配布 

３ 公開していない 

事業収支計画書 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に配布 

３ 公開していない 

財務諸表の要旨 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に配布 

３ 公開していない 

財務諸表の原本 １ 入居希望者に公開 

２ 入居希望者に配布 

３ 公開していない 

１０．その他 

運営懇談会 １ あり （開催頻度）年  2 回 

２ なし 

 １代替措置あり （内容） 

 

 

２代替措置なし 

提携ホームへ移行 

【表示事項】 

１ あり（提携ホーム名：            ） 

２ なし 

有料老人ホーム設置時の老人福

祉法第 29 条第 1 項に規定する届

出 

１ あり   ２ なし 

３ サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、

高齢者の居住の安定確保に関する法律第 23 条の規定によ

り、届出が不要 

高齢者の居住の安定確保に関す １ あり   ２ なし 
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る法律第５条第 1 項に規定する

サービス付き高齢者向け住宅の

登録 

明石市有料老人ホーム設置運営

指導指針第第５章「規模及び構造

設備」に合致しない事項 

１ あり ２ なし 

 合致しない事項がある場合の

内容 

 

第６章「既存建物等の活用特

例」への適合性 

１ 適合している（代替措置） 

２ 適合している（将来の改善計画） 

３ 適合していない 

明石市有料老人ホーム設置運営

指導指針の不適合事項 

 

 不適合事項がある場合の内容  

 

添付書類 

 別添１：事業主体が明石市内で実施するほかの介護サービス一覧表 

 別添２：入居者の個別選択によるサービス一覧表 

 

別添１ 設置者が明石市内で実施する他の介護サービス 

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地 

＜居宅サービス＞ 

 

訪問介護 有 ／ 無   

訪問入浴介護 有 ／ 無   

訪問看護 有 ／ 無   

訪問リハビリテーション 有 ／ 無   

居宅療養管理指導 有 ／ 無   

通所介護 有 ／ 無   

通所リハビリテーション 有 ／ 無   

短期入所生活介護 有 ／ 無   

短期入所療養介護 有 ／ 無   

特定施設入居者生活介護 有 ／ 無   

福祉用具貸与 有 ／ 無   

特定福祉用具販売 有 ／ 無   

＜地域密着型サービス＞ 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 有 ／ 無   

夜間対応型訪問介護 有 ／ 無   

認知症対応型通所介護 有 ／ 無   

小規模多機能型居宅介護 有 ／ 無   

認知症対応型共同生活介護 有 ／ 無   

地域密着型特定施設入居者生活介護 有 ／ 無   

看護小規模多機能型居宅介護 有 ／ 無   

居宅介護支援 有 ／ 無   

＜居宅介護予防サービス＞ 

 介護予防訪問介護 有 ／ 無   
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介護予防訪問入浴介護 有 ／ 無   

介護予防訪問看護 有 ／ 無   

介護予防訪問リハビリテーション 有 ／ 無   

介護予防居宅療養管理指導 有 ／ 無   

介護予防通所介護 有 ／ 無   

介護予防通所リハビリテーション 有 ／ 無   

介護予防短期入所生活介護 有 ／ 無   

介護予防短期入所療養介護 有 ／ 無   

介護予防特定施設入居者生活介護 有 ／ 無   

介護予防福祉用具貸与 有 ／ 無   

特定介護予防福祉用具販売 有 ／ 無   

 

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 

介護予防認知症対応型通所介護 有 ／ 無   

介護予防小規模多機能型居宅介護 有 ／ 無   

介護予防認知症対応型共同生活介護 有 ／ 無   

介護予防支援 有 ／ 無   

＜介護福祉施設＞ 

 

介護老人福祉施設 有 ／ 無   

介護老人保健施設 有 ／ 無   

介護療養型医療施設 有 ／ 無   

 

別添２ 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表 

特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無 有 ／ 無 

 

特定施設入居者生活介護  

費で実施するサービス 

（利用者一部負担） 

個別の利用料で実施するサービス 

備  考 （利用者が

全額負担） 
包含 都度 

 

料金 

介護サービス 

 

食事介助 有 ／ 無 有 ／ 無 ○  
月額に

含む 

保険給付+上乗介

護費 

排泄介助・おむつ

交換 
有 ／ 無 有 ／ 無 ○  

月額に

含む 

保険給付+上乗介

護費 

おむつ代  有 ／ 無  ○ 
※別紙

料金表 
自己負担 

入浴（一般浴）介

助・清拭 
有 ／ 無 有 ／ 無 ○ ○ 

1,100円

（税込）

／1回 

週2回まで介護保険

で提供。希望により

3回目を実費提供。 

特浴介助 有 ／ 無 有 ／ 無 ○ ○ 

1,100円

（税込）

／1回 

週2回まで介護保険

で提供。希望により

3回目を実費提供。 

身辺介助（移動・

着替え等） 
有 ／ 無 有 ／ 無 ○   

保険給付+上乗介

護費 

機能訓練 有 ／ 無 有 ／ 無 ○   
保険給付+上乗介

護費 

通院介助 有 ／ 無 有 ／ 無 ○ ○ 

1,100円 

（税込）

／30分 

協力病院は保険給

付で提供。それ以外

実費提供 

生活サービス 

 
居室清掃 有 ／ 無 有 ／ 無 ○ ○ 

1,100円

（税込）

／30分 

週1回管理費で提

供。それ以上は実費

提供。 

リネン交換 有 ／ 無 有 ／ 無 ○   保険給付+上乗介
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護費で週1回提供。

汚染時は随時提供。 

日常の洗濯 有 ／ 無 有 ／ 無 ○   
週2回まで介護保険

で提供。 

居室配膳・下膳 有 ／ 無 有 ／ 無  〇 
※別紙

料金表 
自己負担 

入居者の嗜好に

応じた特別な食

事 

 有 ／ 無  ○ 実費 
食材の変更による

対応は実費 

おやつ  有 ／ 無  ○ 

110 円

（税込） 

/1回 

 

理美容師による

理美容サービス 
 有 ／ 無  ○ 

カ ッ ト

1,900 円

（税込）

／ カ ラ

ー 3,800

円 （ 税

込）／パ

ー マ

3,800 円

（税込） 

外部からの訪問美

容 

 

カラー／パーマ 

料金は仕様により

変更あり 

買い物代行 有 ／ 無 有 ／ 無 ○ ○ 

1,100円

（税込）

／30分 

週1回まで介護保険

で提供。それ以上は

実費提供。 

役所手続き代行 有 ／ 無 有 ／ 無  ○ 

1,100円

（税込）

／30分 

希望により実費提

供 

金銭・貯金管理  有 ／ 無     

健康管理サービス 

 

定期健康診断  有 ／ 無 ○   年2回管理費で提供 

健康相談 有 ／ 無 有 ／ 無 ○   管理費で提供 

生活指導・栄養指

導 
有 ／ 無 有 ／ 無 ○   管理費で提供 

服薬支援 有 ／ 無 有 ／ 無 ○   
保険給付+上乗介

護費 

生活リズムの記

録（排便・睡眠等） 
有 ／ 無 有 ／ 無 ○   

保険給付+上乗介

護費 

入退院時・入院中のサービス 

 

移送サービス 有 ／ 無 有 ／ 無  〇 

1,100円

（税込）

/30分 

協力病院は保険給

付で提供。それ以外

実費提供 

入退院時の同行 有 ／ 無 有 ／ 無  〇 

1,100円

（税込）

/30分 

協力病院は保険給

付で提供。それ以外

実費提供 

入院中の洗濯物

交換 
有 ／ 無 有 ／ 無  〇 

1,100円

（税込）

/30分 

協力病院は保険給

付で提供。それ以外

実費提供 

入院中の見舞い

訪問 
有 ／ 無 有 ／ 無  〇 

1,100円

（税込）

/30分 

協力病院は保険給

付で提供。それ以外

実費提供 

        
 

※１：利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（1 割又は 2 割又は 3 割の利用者負担）。 

 

※２：「有」を記入したときは、各種サービスの費用が、月額のサービス費用に包含される場合と、サービス利用の都度払いによる場合に応じて、いずれかの欄に○を記

入する。 

※３：都度払いの場合、１回あたりの金額など、単位を明確にして記入する 
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※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。

 

 

以上の内容について、老人福祉法第 29 条第７項の規定に基づく書面による説明を受けまし

た。 

 

 

    年   月   日 

 

 

 

        ≪説明した者≫ 

 

          所属 モア・アビタシオン明石              

 

          職名                              

 

          氏名                          

          

 ≪説明を受けた者≫ 

 

          住所                          

  

          氏名                          

 

          入居する者（        ）との続柄：        
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特定施設入所者生活介護利用契約における個人情報使用同意書 

 

私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用す

ることに同意します。 

記 

１ 使用する目的 

  事業者が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に基づき、指定居宅サー

ビス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。 

 

２ 使用にあたっての条件 

① 個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係

者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

 ② 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。 

 

３ 個人情報の内容（例示） 

・ 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が居宅介護支援を行うために最低限必要

な利用者や家族個人に関する情報 

・ 認定調査票（85 項目及び特記事項）、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の 

意見（認定結果通知書） 

・ その他の情報 

   ※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され 

又は識別され得るものをいいます。 

 

４ 使用する期間 

        

 令和   年   月   日  ～  ご退去日       

  

   令和   年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    有料老人ホーム モア・アビタシオン明石 

    施設長 殿 



22 

 

   

  入居者（または代理人）        住所                       

 

                     名前                   印 

 

                     電話                 

 

署名代筆者            住所                          

 

                     名前                   印 

 

                     電話                          

                 （入居者との関係       ） 

 

利用者家族代表          住所                     

 

                     名前                   印 

 

                     電話                      
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重度化対応に関する指針 

 

      株式会社アルファベッタ 

モア・アビタシオン明石 

１．重度化対応に関する考え方 

有料老人ホームモア・アビタシオン明石は、重度化した場合における対応の整備にあたっては、

介護方法、治療等について本人の意思ならびに家族の意向を最大限に尊重して行わなければな

りません。 

実施する上で、利用者と事業者との間で話し合いを行い、相互に同意された内容については確

認をとりながら、多職種協働により本人及びその家族への継続的支援を図ります。 

また、重度化した場合における対応に定められた内容を遂行するため、医療機関等との連携及

びチームケアを推進することにより取り組みを行います。 

  

（1） 利用者が、「その人らしい」生活を送ることができるように、尊厳ある生活を保ち、「生活

の質」が最高のものとして実現できるケアに努めます。 

（2） できる限り当施設等においての生活が継続できるよう、日常的に健康管理には留意し、万

が一医療的ニーズが発生した場合には適切な対応がとれるよう、医療との連携を図ります。 

（3） 当施設の利用者は人道的且つ安らかな終末を迎える権利を保持している観点から、可能な

限り尊厳と安楽を保ち、安らかな死が迎えられるよう全人的ケアを提供するために以下の

体制を整備します。 

※ やむを得ず、当施設での生活の継続が困難となった場合は、ご本人・ご家族への説明・

同意を得て、次の生活拠点の確保とスムーズな拠点移動ができるよう配慮します。 

  

２．重度化対応の体制 

（1）医療との連携体制 

   重度化に伴う医療ニーズに応えるため、嘱託医や協力医療機関とともに、即応出来る連携

体制を確保します。 

  

ア）協力医療機関との連携 

当事業所においては次の医療機関と契約を結び、急性期等の対応について連携を図ります。 

野村海浜病院 

〒654-0055 

兵庫県神戸市須磨区須磨浦通 2 丁目 1 番 41 号 

電話 078-731-6471 

江井島病院 

〒674-0065 

兵庫県明石市大久保町西島 454-3 

電話 078-947-5311 
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   みなとクリニック 

〒655-0044 

   兵庫県神戸市垂水区舞子坂 4-1-7 舞子坂シティビル１階 

   電話 078-783-5650 

  

イ）看護師の体制 

  当施設では常勤の看護師を配置し日常的な健康管理にあたります。 

  また、看護師不在の場合も夜勤体制及び宅直体制により、２４時間対応可能な体制をとりま

す。 

 

 （2）多職種協働によるチームケアの体制 

   各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの

果たすべき役割に責任をもって対応します。 

  

①    重度化に伴うケア計画の作成 

重度化しても「その人らしい」生活を送ることができるように、生活支援ニーズの変化に応

じてケア計画を作成し、ご本人・ご家族とともに生活支援の目標を定めます。 

②     ケア計画に沿ったケアの実施 

  ご本人・ご家族とともに作成したケア計画に基づき、一人ひとりの心身の状態に応じた、適

切なケアの提供に努めます。 

③     家族・地域との連携 

  家族及び地域住民とのネットワークの支えにより、重度化しても尊厳ある生活を保ち、「生活

の質」が最高である実現できるよう家族・地域との連携に努めます。 

 

３．重度化対応に関する各職種の役割 

（管理者） 

・     看取り介護の総括責任 

・     職員への指針の徹底 

・     職員に対する教育・研修 

（看護師） 

・     医師または協力病院との連携 

・     重度化に伴い起こりうる処置への対応 

・     疼痛の緩和 

・     緊急時の対応 

・     定期的なカンファレンスへの参加 

・     心身の状態のチェックと経過の記録 

（計画作成担当者） 

・     継続的な家族支援 

・     他職種とのチームケアの確立 

・     定期的なカンファレンスへの参加 

・     緊急時の対応 
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（介護職員） 

・     きめ細やかな食事、排泄、清潔保持の提供 

・     身体的、精神的緩和ケア 

・     コミュニケーション 

・     心身の状態のチェックと経過の記録 

・     定期的なカンファレンスへの参加 

  

４．看取り介護への対応 

  ご本人･ご家族の希望により当事業所で看取り介護を実施する場合は、その受入の可否を含め

て全職員で検討し、体制を整えこれに対応します。 

  

５．職員に対する教育・研修 

  利用者の重度化に対応するための介護技術、専門知識の習得を目的とし、介護の質の向上目

指し教育、研修機関を定めます。 

 そのため、施設内の研修会開催や外部研修会の積極的参加を推進します。 

①     重度化に伴うケアの知識と技術 

②     重度化に伴い起こり得る機能的・精神的変化への対応 

③     チームケアの充実 

④     死生観教育 

⑤     看取り介護に関する対応 

⑥     重度化対応ケアの振り返り（検証） 

  

６．入院中における食費･居住費の取り扱い 

 当事業所で生活されている限りにおいては、サービスの利用料金に変更はないものとします。 

 だたし、医療機関に入院された場合の食費及び居住費については、別に定める「重要事項説明

書」の利用料の扱いに応じた料金となります。 

                                         以上 

附則 

 この指針は、令和 6 年 4 月 1 日から施行します。 
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身体拘束廃止のための指針 

（指定基準省令第 183 条の規定に基づく身体的拘束等の適正化のための指針） 

 

株式会社アルファベッタ 

モア・アビタシオン明石 

１．身体拘束廃止の理念 

私たちは、入居者様に対して、食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の支援・介助、

機能訓練等を行うことにより、入居者様が有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を

営むことができることを目標に、入居者様やご家族様に安心してご生活いただけるように努

力して参ります。 

したがって、人としての尊厳を損なう身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

この指針では「身体拘束」と言います。）は、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．身体拘束廃止の方針 

(1) 身体拘束の廃止 

私たちは、原則として身体拘束を行いません。 

どのような目的であれ、○○しないように身体の制限を行うことは身体拘束です。 

【参考】身体拘束に該当する具体的な例 

(1)徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る 

(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る 

(3)自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む 

(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢等をひも等で縛る 

(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、 

手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける 

(6)車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、 

車いすテーブルをつける 

(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する 

(8)脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる 

(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る 

(10)行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる 

(11)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する 
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(2) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合 

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身

体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の 3 要件の全てを満たした場合のみ、

本人・家族への説明・確認を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状

況を記録するなど、十分な観察を行うとともに、介護サービスの質の評価及び経過の

記録を行い、できる限り早期に拘束を解除します。 

 

(3) 身体拘束廃止に取り組む姿勢 

① 身体拘束廃止に関する取組みは、管理者を中心として、ホーム全職員・多職種連

携で取り組みます。ケアで悩むことがあれば、一人で抱え込まず、他の職員、介護

リーダー、他の職種、管理者、必要に応じて、主治医、本社等に相談します。身体

拘束は、職員の誇りや士気の低下を招くおそれがあることを理解します。 

② 多職種の視点から入居者のアセスメントに取り組み、入居者自身、入居者の言動

の背景を理解して、ケアプランを策定・実行します。転倒や事故よりも、行動制限

による苦痛を強いることの方が、尊厳を侵してしまうことを理解します。 

③ 家族から身体拘束を希望されても、希望をそのまま受け入れるのではなく、入居

者本人にとって居心地のいい環境・ケアについて、家族と一緒に考えます。 

④ 入居者等の生命又は身体を保護するためであっても、常に身体拘束に代わる代替

的な方法を考えます。緊急やむを得ずどうしても身体拘束を行わざるを得ない場合

も、極めて限定的に行います。 

 

３．身体拘束廃止のための体制 

(1)身体的拘束等適正化対策検討委員会（指定基準省令第 183 条の規定に基づく身体拘束の

適正化のための対策を検討する委員会）を設置し、3 ヶ月に 1 回以上開催します。 

(2)身体的拘束等適正化対策検討委員会は、ホーム長、生活相談員、計画作成担当者、看護

職員、介護リーダー等多職種で構成します。必要に応じて、本社職員や主治医の助言

を仰ぎます。 

(3)身体的拘束等適正化対策検討委員会の結果は、全職員に議事録を交付・回覧して周知徹

底します。 

(4)身体拘束廃止のため、介護に携わる従業員に向けた職員研修を、1 年に 2 回以上行いま

す。 

４．緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合の対応 

(1) 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身

体拘束を行わなければならない場合、次の３つの要件のすべてを確認します。入居者

の家族の希望であっても、ホームが以下の要件を満たさないと判断する場合には、身

体拘束を行いません。 

 

 

 

緊急やむを得ない身体的拘束等の三つの要件 

1 切迫性  入居者や本人又は他の入居者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 

2 非代替性 身体的拘束等その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと 

3 一時性 身体的拘束等その他の行動制限が一時的なものであること 
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(2) 身体拘束を行わなければならない要件を満たしているか、また、身体拘束の内容、期

間等は、慎重な手続きで確認します。 

・「緊急やむを得ない」場合に該当するかの判断は、個人では行わず、ホーム全体と

して判断が行われるよう、身体的拘束等適正化対策検討委員会を臨時開催し委員会

で判断します。 

・身体的拘束等適正化対策検討委員会において、３つの要件の確認や、身体拘束の内

容、目的・理由、時間、期間等を検討し、議事録に残します。期間は 1 ヶ月以内の

期間とします。 

・入居者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的・理由、時間、期間等をできる

限り詳細に説明し、十分な理解を得て、確認書に署名をいただきます。身体拘束の

実施終了日以降において、なお身体拘束を必要とする場合においては、実施終了日

前に入居者・家族等に対してあらためて説明・確認した上で実施することとします。 

(3) 身体拘束に関する記録を行い、定期的に振り返り、身体拘束の解除に取り組みます。 

・緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、所定の様式にその態様及び時間、その

際の入居者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。 

・具体的な記録情報をもとに、職員間、家族等関係者間で直近の情報を共有します。

「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、1 ヶ月

に 1 回以上は、身体拘束の解除に向けて検討するとともに、要件を満たさない

場合には、ただちに解除します。 

 

以上 

附則 

 この指針は、令和 6 年 4 月 1 日から施行します。 
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高齢者虐待防止のための指針 

                   株式会社アルファベッタ 

                           モア・アビタシオン明石 

1．基本的な考え方 

  本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、 

 高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、 

 本指針を策定し、すべての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。 

 

２．虐待の定義 

（１）身体的虐待 

  暴力行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を 

加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 

（２）介護・世話の放棄・放任（ネグレクト） 

  意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービス雄提供を放棄又は 

 放任し、入居者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 

（３）心理的虐待 

  脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって入居者に精神的、 

 情緒的な苦痛を与えること。 

（４）性的虐待 

  入居者にわいせつな行為をすること。又は入居者にわいせつな行為をさせること。 

（５）経済的虐待 

  入居者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく 

制限すること。 

 

３．虐待防止に係る検討委員会の設置 

（１）本事業所は、虐待の防止及び早期発見へ組織的対応を図ることを目的に、 

「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に 

実施するための担当者を定めることとする。 

 （２）委員会の委員長は、施設長が務める。 

  

（３）委員会の委員は、管理者、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職 

  員とする。 

 （４）委員会は、年２回以上、身体拘束適正化検討委員会に併せて、委員長の招集 

  により開催する。 

 （５）委員会の審議事項は次のとおりとする。 
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  ①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。 

  ②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。 

  ③従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。 

  ④虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。 

  ⑤虐待が発生した場合に、その対応に関すること。 

  ⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること。 

 （６）委員会は、高齢者虐待防止の指針の整備を行う。 

 （７）委員会は、高齢者虐待防止の研修を定期的に年 2 回行い、従業員の意識向上に 

   努める。 

 

４．虐待防止のための職員研修に関する基本方針 

 （１）従業員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等 

   の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針基づき、権利擁護 

   及び虐待防止を徹底する内容とする。 

 （２）研修は年２回以上実施することとする。また新規採用時には別途虐待防止の 

   ための研修を実施することとする。 

 （３）研修の実施内容については、実施要綱、資料、出席者名簿等を記録し、 

   保存することとする。 

 

５．虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針 

 （１）虐待等が発生した場合は、速やかに市へ報告するとともに、その要因の 

速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果 7、虐待者が従業員であった 

場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。 

 （２）緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と 

   生命の保全を最優先する。 

 

６．虐待等が発生した場合の相談報告体制 

 （１）入居者、入居者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に 

   従って対応することとする。 

 （２）入居者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やか 

   な解決に繋げるように努める。 

 （３）事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな 

   解決に繋げるように努める。 

 （４）事務所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴である 

   ことを認識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。 

 （５）事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに施設長に 

より事実関係を確認するとともに行政への報告を行い、必要に応じて関係機関へ 

   通報する。 

 （６）必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行う。 
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 （７）虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県における高齢者虐待へ 

   の対応と養護者支援について（厚生労働省老健局）」を参考に、対応すること 

   とする。 

 

７．成年後見制度の利用支援 

   入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、 

  必要に応じて、社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うことと 

する。 

    

８．虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

 （１）虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に 

   報告する。 

 （２）苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に 

   不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。 

 （３）相談受付後の対応は、指針に定める「６．虐待等が発生した場合の相談報告体制」 

に依るものとする。 

 

９．入居者等に対する指針の閲覧 

  従業員、入居者及び家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧 

 できるよう事務所に備え付けることとする。 

 

１０．その他虐待防止の推進のために必要な事項 

  権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に 

参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。 

 

附則 

 この指針は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。 
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単　　　　価 月額の負担料金の目安 備　　　　考

１１7,540円／月 二人入居189,720円／月

2,268円／日(朝食486円・
昼食770円･夕食1,045円) 69,030円／月

ルームサービス １10円／回

入浴介助 １，１００円／３０分
左記以降、３０分毎１，１００

円
介護保険利用者は介護サー
ビス一覧による

衣類洗濯及び収納 １，１００円／３０分
左記以降、３０分毎１，１００

円
介護保険利用者は介護サー
ビス一覧による

衣類補修 １，１００円／３０分
左記以降、３０分毎１，１００

円

その他生活サービス １，１００円／３０分
左記以降、３０分毎１，１００

円
介護保険利用者は介護サー
ビス一覧による

車椅子 ２，２００円／月 介護保険利用者は無料

エアーマット ３，３００円／月 介護保険利用者は無料

１，１００円／３０分
左記以降、３０分毎１，１００

円

買物にかかる費用依頼者負担
介護保険利用者は介護サー
ビス一覧による

５５０円／1回

１，１００円／３０分
左記以降、３０分毎１，１００

円

１，１００円／３０分
左記以降、３０分毎１，１００

円
協力病院には、介護保険利用
者は無料

１，１００円／３０分
左記以降、３０分毎１，１００

円

付添サービス（医療機関）

付添サービス（医療機関外）

＊記載金額については、全て消費税が含まれています。

生
活
サ
ー

ビ
ス

介
護
用
品

レ
ン
タ
ル

買い物代行（ネット注文）

役所等手続き代行

理美容 外部業者依頼

買い物代行

請　　　　求　　　　一　　　　覧　　　　

サービスの種類
入居者に必要と思われる利用料金の予定

管理運営費　（一人入居）

食費

オムツ販売価格 別紙
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（令和4年9月1日現在）

１袋 価格

サイズ 枚数 １袋

Ｓ 24 2,090

Ｍ 22 2,090

Ｌ 20 2,090

ＬＬ 18 2,090

Ｓ 24 2,420

Ｍ 23 2,420

Ｌ 20 2,420

女性用 48 1,430

フリー 45 1,980

エクストラ 33 2,915

レギュラー 44 1,320

＊記載金額については、全て税込み表示となっております。

備考

　一晩中安心さらさらパット

　　　　　　　　　オ　ム　ツ　　販　売　価　格　　　

商品〔ユニチャーム〕

タイプ名

　リハビリパンツレギュラー

　テープ止めタイプ

　尿取りパットレギュラー

　長時間安心さらさらパット

かんたん装着パッド
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介護の程度

介護保険制度
による認定の

区分

介護の場所

介護の程度

一時金及び
月額利用料
に　　　含
むサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

（入浴の介護）

一般浴 ―
「請求一覧」

による
週２回入浴時、見守

り又は一部介助
週２回入浴時、見守

り又は一部介助

特浴介助 ― ― 必要に応じて随時対応 必要に応じて随時対応

（排泄の介護）

排泄介助 ―
「請求一覧」

による
排泄の都度、一部介

助
―

排泄の都度、一部介
助

―
排泄の都度、全面介

助
―

おむつ交換 ―
「請求一覧」

による
必要に応じて随時対応 ―

必要に応じて随時対
応

―
必要に応じて随時対

応
―

おむつ代 ― 自己負担 ― 自己負担 ― 自己負担 ― 自己負担

（食事の介護）

食事の介助 ―
「請求一覧」

による
食事の都度、見守り

又は一部介助
―

食事の都度、一部介
助

―
食事の都度、全面介

助
―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

（家事）

洗濯及び収納 ― 1回550円 週2回 ― 週2回 ― 週2回 ―

居室清掃･整理 週1回
左記以外

30分1,100
円

週1回
左記以外

30分1,100
円

週1回
左記以外

30分1,100
円

週1回
左記以外

30分1,100
円

ゴミ収集 ― 1回1,100円 ○ ― ○ ― ○ ―

シーツ交換 ―
「請求一覧」

による
週1回 ― 週1回 ― 週1回 ―

衣類補修 ―
30分1,100

円
―

30分1,100
円

―
30分1,100

円
―

30分1,100
円

（清潔保持）

身体清拭 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

30分1,100
円

30分1,100
円

週２回入浴時、全面
介助

30分1,100
円

●上記の「認定の区分」と「介護の場所」は、一般的な場合の目安です。それぞれの入居者の状態・要望に応じて変更される場合があります。

２．提供される介護サービスの内容

自立 介護（軽度） 介護（中度） 介護（重度）

― ・要支援１～要介護１の場合 ・要介護度２～３の場合 ・要介護度４～５の場合

― 一般居室、状態により 一時介護室 一般居室、状態により一時介護室又は介護居室 一時介護室又は介護居室

●それぞれのご入居者に提供するサービスの内容が変更される場合は、当ホームの「特定施設サービス計画」の作成担当者が、ご入居者に対して

　説明し、協議し、 同意を得たうえで行います。内容は書面にて通知します。（ 同第７条）

１．介護の程度(基準）について

自立 介護（軽度） 介護（中度） 介護（重度）

介護サービス等一覧表
●この一覧表は、当ホームにて提供が可能かどうかを示す目的で作成されています。

●それぞれのご入居者の状態に応じて、当ホームにおいて、医師の意見を聴くとともに、ご入居者の意思を確認したうえ、下記に示したサービスを

　取捨選択し、必要なサービスを提供します。

●それぞれのご入居者の「要介護認定等」の確定や変更が市区町村によりなされた場合、またご負担される利用料金や支払方法等が変更され

　た場合などには、書面にて入居者の意思を確認します。特定施設入所者生活介護利用契約第６条）
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洗髪 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

髭剃り ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

口腔等の衛生 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

（身辺介助）

移動への介助 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

衣類の着脱 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

身だしなみ介助 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

体位交換 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

介護の程度

一時金及び
月額利用料
に　　　含
むサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

（巡回・観察）

昼間 9:00～17：30 ―
「請求一覧」

による
午前・午後に巡回 ― 午前・午後に巡回 ― 午前・午後に巡回 ―

夜間 17：30～9：00 ―
「請求一覧」

による
４時間毎に巡回 ― ３時間毎に巡回 ― ３時間毎に巡回 ―

（緊急時対応）

  緊急コール
２４時間対

応
― ２４時間対応 ― ２４時間対応 ― ２４時間対応 ―

（療養上の世話）

与薬管理 ― 1回1,100円 ○ ― ○ ― ○ ―

対応食相談 ○ ― ○ ― ○ ― ○ ―

栄養相談 ○ ― ○ ― ○ ― ○ ―

栄養管理 ― 1回1,100円 ○ ― ○ ― ○ ―

ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ ― 1回1,100円 ○ ― ○ ― ○ ―

その他 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

（健康管理）

定期健康診断 年2回
左記以外
自己負担

年2回
左記以外
自己負担

年2回
左記以外
自己負担

年2回
左記以外
自己負担

健康相談 随時対応 ― 随時対応 ― 随時対応 ― 随時対応 ―

生活指導 随時対応 ― 随時対応 ― 随時対応 ― 随時対応 ―

機能訓練 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

居宅療養  管理指導 ○ ― ○ ― ○ ― ○ ―

（食事関連）

居室配膳･下膳 ―
「請求一

覧」
による

―
「請求一

覧」
による

―
「請求一

覧」
による

―
「請求一

覧」
による

治療食の提供

医師の指示
が

あれば治療
食

を提供する
事

ができます

材料費負担

医師の指示が
あれば治療食
を提供する事
ができます

材料費負担

医師の指示が
あれば治療食
を提供する事
ができます

材料費負担

医師の指示が
あれば治療食
を提供する事
ができます

材料費負担

おやつ・嗜好品 ― 自己負担 ― 自己負担 ― 自己負担 ― 自己負担

水分補給 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

介護（中度） 介護（重度）自立 介護（軽度）
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（代行業務）

買物 ―
個別的な買物代行

は｢請求一覧｣
による

週１回指定日
個別的な買物代行

は｢請求一覧｣
による

週１回指定日
個別的な買物代行

は｢請求一覧｣
による

週１回指定日
個別的な買物代行

は｢請求一覧｣
による

役所等手続き ―
「請求一覧」

による
―

「請求一覧」
による

―
「請求一覧」

による
―

「請求一覧」
による

（金銭管理）

日用品 支払い代行 ― ― ○ ― ○ ― ○ ―

（医療関連）

医療費 ― 自己負担 ― 自己負担 ― 自己負担 ― 自己負担

医師の往診
協力病院

の医師週１
回

― ○ ― ○ ― ○ ―

移送サービス
(協力病院）

―
「請求一覧」

による ○ ― ○ ― ○ ―

移送サービス
(協力病院以外）

―
「請求一覧」

による
―

「請求一
覧」

による
―

「請求一
覧」

による
―

「請求一
覧」

による

協力病院入院時巡回 ― ― 週1回 ― 週1回 ― 週1回 ―

介護の程度

一時金及び
月額利用料
に　　　含
むサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

保険給付対象に     含
まれるサービス

別途徴収を
行うサービス

（その他）

相談・助言 ○ ― ○ ― ○ ― ○ ―

連絡 ○ ― ○ ― ○ ― ○ ―

理美容 ―
「請求一

覧」
による

―
「請求一覧」

による
―

「請求一覧」
による

―
「請求一覧」

による

移送サービス
(病院以外）

―
「請求一覧」

による
―

「請求一覧」
による

―
「請求一覧」

による
―

「請求一覧」
による

館内ﾚｸﾚｴｰｼｮﾝ ― 材料費 月4回程度 材料費 月4回程度 材料費 月4回程度 材料費

館外活動 ― 自己負担 ― 自己負担 ― 自己負担 ― 自己負担

自立 介護（軽度） 介護（中度） 介護（重度）

 

 

 

 

 


